
見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（予定価格100万円超の場合に記入）

令和5年3月30日

空飛ぶクルマMk-5展示業務

Ｇ７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合実行委員会事務局地域連携課

テトラ・アビエーション株式会社

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　テトラ・アビエーション株式会社が所有する「空飛ぶクルマ」について、同社との調整
の結果、展示することが可能となった。当該機体は電動で気候変動対策にも寄与すること
から会合の趣旨と合致しており、また、次世代モビリティとして注目度が高く、イベント
の集客を行うために適している。
  当該機体の展示はテトラ・アビエーション株式会社でなければできないため、テトラ・
アビエーション株式会社を委託事業者として選定し、随意契約を行う。

根拠法令


